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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レーザ光を所期する位置に照射するための照射光学系を有し、レーザ光源からのレーザ
光を患部に向けて照射するレーザ治療装置において、皮膚に接触する接触面を持つ透明な
ウィンドウを、ペルチェ素子によりウィンドウフレームを冷却することにより、周辺から
冷却し、皮膚を間接的に冷却するウィンドウユニットと、ウィンドウフレームの温度を検
知する第２温度センサと、ウィンドウに隣接して皮膚に接触する位置又はウィンドウ内の
底面に近い位置に接触式の温度センサを設けるか、あるいは皮膚から放射される赤外エネ
ルギを検知する非接触式の温度センサを設けることにより、皮膚の温度を検知する第１温
度センサと、第１温度センサの検出結果により皮膚への接触が検知されたときは第１温度
センサの温度検知に基づいて皮膚の温度が所定温度になるようにペルチェ素子による冷却
動作を制御し、第１温度センサの検出結果により皮膚への接触が検知されないときは第２
温度センサの温度検知に基づいてペルチェ素子による冷却動作を制御する制御手段と、を
備えることを特徴とするレーザ治療装置。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、レーザ光によって脱毛等を行うレーザ治療装置に関する。
【０００２】
【従来技術】
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レーザ治療装置の中には皮膚にレーザ光を照射して、脱毛等を行うものが知られている。
これらのレーザ治療装置を使用して脱毛を行う場合は、患部にレーザ光照射を行った後の
痛みを緩和させるために、照射前に患部を冷やしてからレーザ照射を行うようにしている
。
【０００３】
患部を冷やす機構としては、患部に窒素ガスを吹き付けたり、冷えている冷却デバイスを
患部に当接させて患部の温度を下げるようにしたものが知られている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来の冷却機構では、どのような患部の状態に対しても一様な冷却を行な
っており、効率の良い冷却は行われていない。また、患部がレーザ照射を行うのに患部が
十分に冷えていない状態にてレーザ照射を行うと患部にダメージを与えてしまうこととな
る。
【０００５】
本発明は、上記従来技術の問題に鑑み、効率よく患部の冷却を行うことができ、患部に与
えるダメージを抑制したレーザ治療装置を提供することを技術課題とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
本発明は、上記課題を解決するために、本発明は以下のような構成を備えることを特徴と
する。
【０００７】
　（１）　レーザ光を所期する位置に照射するための照射光学系を有し、レーザ光源から
のレーザ光を患部に向けて照射するレーザ治療装置において、皮膚に接触する接触面を持
つ透明なウィンドウを、ペルチェ素子によりウィンドウフレームを冷却することにより、
周辺から冷却し、皮膚を間接的に冷却するウィンドウユニットと、ウィンドウフレームの
温度を検知する第２温度センサと、ウィンドウに隣接して皮膚に接触する位置又はウィン
ドウ内の底面に近い位置に接触式の温度センサを設けるか、あるいは皮膚から放射される
赤外エネルギを検知する非接触式の温度センサを設けることにより、皮膚の温度を検知す
る第１温度センサと、第１温度センサの検出結果により皮膚への接触が検知されたときは
第１温度センサの温度検知に基づいて皮膚の温度が所定温度になるようにペルチェ素子に
よる冷却動作を制御し、第１温度センサの検出結果により皮膚への接触が検知されないと
きは第２温度センサの温度検知に基づいてペルチェ素子による冷却動作を制御する制御手
段と、を備えることを特徴とする。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明について一実施形態を挙げ、図面に基づいて説明する。図１は脱毛治療等に
使用されるレーザ治療装置の外観略図である。
【００１６】
レーザ装置本体１の正面には大型の液晶（ＬＣＤ）パネル２が設けられており、ＬＣＤパ
ネル２には各種設定条件が表示されるとともに、ＬＣＤパネル２上に表示される操作キー
触れることで各種の設定が可能なタッチパネルとなっている。レーザ装置本体１の上部か
らはレーザ光を照射するハンドピース２０まで、通信ケーブル３とファイバケーブル４が
伸延している。
【００１７】
装置本体１内部には８００～８２０ｎｍの波長の近赤外光を出射する脱毛用のレーザ光源
１０や、６２０～６５０ｎｍの波長の赤色可視光を出射するエイミング用の光源１１が設
置されており、これらの光源から出射されるレーザ光はファイバケーブル４を通してハン
ドピース２０側に導光される。
【００１８】
ハンドピース２０にはファイバケーブル４より導光されたレーザ光を走査するための光学
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系等が収納されたスキャナヘッド２０ａと、皮膚に当接させることにより皮膚を冷却する
とともにスキャナヘッド２０ａからのレーザ光を透過するウィンドウユニット４０が取付
けられる。
【００１９】
５はハンドピース２０側に供給する冷却水を冷却して循環させるためのチラーである。チ
ラー５から伸びている２本の冷却チューブ７は、前述の通信ケーブル３とファイバケーブ
ル４と束ねられ、集中ケーブル８に一本にまとめられている。９はレーザー照射のトリガ
となるフットスイッチである。６ａは術者にレーザ光の照射が可能となったことを報知す
るための報知ランプ、６ｂは装置本体１内に設置され、レーザ光の照射が可能となったこ
とを報知する報知ブザー（図３参照）である。
【００２０】
図２はスキャナヘッド２０ａ内部の光学系とウインドウユニット４０の構成を示す側面断
面図である。
【００２１】
スキャナヘッド２０ａには第一ミラー２３，第二ミラー２４が設けられており、第一ミラ
ー２３，第二ミラー２４をそれぞれ第一ガルバノメータ２３ａ，第二ガルバノメータ２４
ａを駆動して回転させることで、ＸＹ方向の各々にレーザ光の照射位置を移動（揺動）さ
せ、広範囲に渡って治療用レーザ光を走査することができる。ファイバケーブル４からス
キャナヘッド２０ａ内に入射したレーザ光は、ミラー２１により光軸を曲げられ、コリメ
ータレンズ２２により平行光束にされた後、第一ミラー２３，第二ミラー２４でＸＹ方向
に振られ、集光レンズ２５により直径５ｍｍ程の円形スポット光として治療部位に照射さ
れる。
【００２２】
尚、スキャナヘッド２０ａから出射したレーザ光は後述する第一ウィンドウ４２の下面付
近（患部との接触面付近）に集光するように、集光レンズ２５の焦点距離とその取付位置
が決定されており、第一ウインドウ４２を患部に当接させることにより、ウィンドウユニ
ット４０はスキャナヘッド２０ａと患部との距離を略一定に保持するための距離保持部と
しての機能も兼ねている。
【００２３】
スキャナヘッド２０ａの下方には断熱性に優れたポリアセタール樹脂製のスキャナ支基２
６が固定されており、スキャナ支基２６には、熱伝導性の良いアルミ製のウィンドウ取付
板２７が側面側（図２紙面垂直方向）からネジ止めされている。２８は熱を吸熱する電子
熱交換器であるペルチェ素子である。ペルチェ素子２８は、アルミ製の冷却板２９とウィ
ンドウ取付板２７にはさまれる格好で取付けられており、ウィンドウ取付板２７側が吸熱
側（冷却側）となり、冷却板２９側が放熱側となるように電流が流される。冷却板２９の
内部には冷却水が循環する流路が形成されており、チラー５で冷却された冷却水は冷却チ
ューブ７、配水管３０を通って冷却板２９内を循環し、冷却板２９を介してペルチェ素子
２８で放熱された熱を吸収する。
【００２４】
３１はウィンドウ取付板２７の下端に取付けられた第一温度センサであり、第二温度セン
サ３１はウィンドウ取付板２７の温度を検知し、この温度検知に基づき制御部１５によっ
てペルチェ素子２８の温度がコントロールされる。
【００２５】
ウィンドウユニット４０は、皮膚に接触する熱伝導率の良い透明サファイアガラスの第一
ウィンドウ４２、この第一ウィンドウ４２を保持する側面形状が略Ｌ字状のウィンドウフ
レーム４１、断熱性の良いポリアセタール樹脂で形成される枠形状の断熱板４３、第一ウ
ィンドウ４２より熱伝導率が劣る透明ガラス（例えば、光学ガラスとして一般的に使用さ
れているＢＫ７（ショット社分類記号））の第二ウィンドウ４４、開口が形成されたアル
ミ製のカバー４５から構成される。
【００２６】
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ウィンドウフレーム４１は熱伝導率の良いアルミ材からなる。その背板部４１ａの上部に
はＵ字型の２つの長穴が形成されており、２つのネジ３２によってウィンドウ取付板２７
と脱着可能とされ、用途に応じたウインドウユニットを取付可能となっている。取外し時
はネジ３２を完全に外さなくても少し緩めるだけで容易に取外すことができ、取付け時は
Ｕ字型の２つの長穴を２つのネジ３２に差し込むように背板部４１ａを下から挿入し、ネ
ジ３２を締め付ければウィンドウ取付板２７に接触させて背板部４１ａを取り付けること
ができる。この取付けにより、ペルチェ素子２８によって冷却されたウィンドウ取付板２
７はウィンドウフレーム４１を冷却し、さらに第一ウィンドウ４２を冷却する。
【００２７】
ウィンドウフレーム４１の水平方向に張り出したフレーム部４１ｂには開口が設けられて
おり、その下側に約４０ｍｍ角四方の第一ウィンドウ４２が伝熱性の良い接着剤により取
り付けられている。フレーム部４１ｂの上部には、断熱板４３を介して第二ウィンドウ４
４が断熱性の良い接着剤を使用してシールドするように固定され、さらにこれらを覆うカ
バー４５が接着されている。こうして第一ウィンドウ４２と第二ウィンドウ４４の間には
断熱層となる密閉空間４８（図２上の点線で示す空間）が形成され、２重構造とされる両
ウィンドウ間の断熱効果が高められる。したがって、第一ウィンドウ４２が冷却されても
第二ウィンドウ４４は冷却されにくくなり、第二ウィンドウ４４の表面側（上部側）への
結露の発生が抑えられる。
【００２８】
５０はポリアセタール樹脂等の断熱性の良い材料で形成された断熱板である。断熱板５０
はウインドウフレーム４１、第一ウインドウ４２と第一温度センサ５１との間に設けられ
、第一温度センサ５１がウインドウフレーム４１や第一ウインドウ４２と接触しないよう
になっている。第一温度センサ５１はシート状のサーミスタが使用され、フレーム部４１
ｂ底面部の枠形状に沿って取り付けられる（図４ａ参照）。また、第一温度センサ５１の
表面（断熱板５０と接触していない面）は、第一ウインドウ４２の底面と略同一平面にな
るように取り付けられており、第一ウインドウ４２の底面を皮膚上（患部上）に当接させ
たとき、同時に第一温度センサ５１の表面も皮膚に接触して皮膚の温度を検知することが
可能となっている。
【００２９】
本実施形態では、シート状のサーミスタを使用するとしたがこれに限るものではなく、第
一ウインドウ４２の底面を皮膚上に当接させたときに、第一温度センサ５１の表面も皮膚
に接触して皮膚の温度を検知できればよい。例えば、図４ｂに示す第一温度センサ５１′
のように皮膚上の１点の温度を検知するようなセンサを使用してもよい。
【００３０】
また、第一温度センサ５１は図示なき接続ケーブルがコネクタを介して通信ケーブル３と
接続されており、ウインドウユニット４０の取外し時には、接続ケーブルをコネクタから
取り外すことで、手間が掛からずウインドウユニットの交換が可能となっている。
【００３１】
前述した第二温度センサ３１と同様に、この温度検知によって得られた情報においても制
御部１５によってペルチェ素子２８の温度がコントロールされる。このペルチェ素子２８
の温度をコントロールする方法は、詳しくは後述する。
【００３２】
４６はウィンドウフレーム４１の外部からの吸熱を防ぐためのポリアセタール樹脂製の断
熱板であり、同時に第二ウィンドウ４４の断熱を行うように背板部４１ａに固着されてい
る。また、図３に示すようにハンドピース２０側の第二温度センサ３１、第一ガルバノメ
ータ２３ａ，第二ガルバノメータ２４ａ、ペルチェ素子２８等もまた、通信ケーブル３を
介して制御部１５に接続されている。
【００３３】
以上のような構成を有するレーザ治療装置において、図３に示す制御系のブロック図を使
用して以下にその動作について説明する。
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【００３４】
術者はＬＣＤパネル２に表示されている設定用キーを操作することで照射条件を設定し、
レーザ光の照射準備を行う。第一ウインドウ４２が患部に当接していない場合、制御部１
５は第二温度センサ３１にて検知する温度が所定値を維持するようにペルチェ素子２８の
温度をコントロールする。
【００３５】
第一ウインドウ４２の患部への当接の有無は、第一温度センサ５１の温度変化によって検
知すればよい。例えば、患部への当接を検知するための閾値を３０℃に設定しておき、第
一温度センサ５１が３０℃以上を検知すると患部に当接していると判断させる。あるいは
、皮膚に当接する第一温度センサ５１の当接面の一部に接触センサを設けても良い。
【００３６】
また、第二温度センサ３１からの温度情報を基にペルチェ素子２８の温度コントロールを
行っているときは、制御部１５はフットスイッチ９からのレーザ照射のトリガ信号が入力
されても、レーザ光が出射しないように脱毛用のレーザ光源１０を制御（インターロック
）する。また、レーザ光源１０を直接駆動制御する代わりに、レーザ光源１０からのレー
ザ光が患部に導光される光路の途中に安全シャッタを挿入しても良い。
【００３７】
術者は装置本体１側の準備を整えた後、ハンドピース２０を手で保持して第一ウィンドウ
４２を患部上（皮膚上）に当接させる。制御部１５は患部への当接を検知するための閾値
の温度情報が第一温度センサ５１より得られると、患部に第一ウインドウ４２が当接して
いることを認識する。制御部１５は患部への当接を認識すると、第二温度センサ３１から
の温度情報に基づくペルチェ素子２８の温度制御を止めて、第一温度センサ５１からの温
度情報に基づいてペルチェ素子２８の温度制御を行う。
【００３８】
第一ウインドウ４２が当接している範囲の患部は、第一ウインドウ４２側に熱を奪われる
ことによって徐々に冷えていく。この患部の温度変化により、患部周囲の温度も冷えてい
く。第一温度センサ５１はこの患部及び患部周囲の温度変化を検知する。
【００３９】
第一温度センサ５１によって検知されている患部の温度がレーザ光照射に適切と思われる
患部の温度（例えば５℃とし、以下、所定温度と記す）まで達していなければ、制御部１
５は第二温度センサ３１が検知する温度に拘わらず、ペルチェ素子２８の吸熱側（冷却側
）の温度をさらに下げる。
【００４０】
ペルチェ素子２８の吸熱側の温度がさらに下げられることにより、第一ウインドウ４２の
吸熱効果が高くなるため、患部の温度が所定温度に達するまでの時間が早くなる。第一温
度センサ５１にて検知される温度が所定温度に達すると、制御部１５はペルチェ素子２８
による冷却を止める（所定温度を維持するように制御する）。また同時に、制御部１５は
レーザ光源１０の出射制御を解除して患部へのレーザ光の照射を可能にするとともに、報
知ランプ６ａの点灯や報知ブザー６ｂの報知音により、患部の温度が所定温度に達し、レ
ーザ光の照射が可能になったことを術者に報知させる。
【００４１】
術者は報知ランプ６ａの点灯後、フットスイッチ９を使用してレーザ光の照射を行う。フ
ットスイッチ９が使用され、トリガ信号が入力されると、制御部１５は第一ガルバノメー
タ２３ａ，第二ガルバノメータ２４ａを駆動制御してレーザ光源部１０からのレーザ光を
走査し、選択された走査領域の治療部位にレーザ光を照射する。ここではフットスイッチ
９の使用によりレーザ光を照射するものとしているが、制御部１５の出射制御が解除され
ると自動的にレーザ光の照射を行うようにしてもよい。
【００４２】
レーザ光の照射後、患部より第一ウインドウ４２を離すと、第一温度センサ５１によって
検知される温度は急速変化（室温を検知すれば急激に上昇する）する。制御部１５はレー
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ザ光照射後の第一温度センサ５１からの温度情報を基に、所定以上の温度変化（例えば５
℃以上の変化）が得られたら、第一ウインドウ４２が患部から離れたことを認識し、ペル
チェ素子２８の温度制御を第二温度センサ３１からの温度情報を基に行う。
【００４３】
以上のように、第一ウインドウ４２の周囲に第２温度センサ５１を設けることにより、患
部表面の温度変化を直接検知し、検知される温度が所定温度に達するまではレーザ光を出
射させないようにするものとしたが、患部表面の温度を直接検知するのではなく、第一ウ
インドウ４２の温度変化を検知することによって患部の温度を間接的に検知してレーザ光
の照射制御を行うこともできる。
【００４４】
このときの構成の該略図を図５に示す。図５に示すように、第一ウインドウ４２内でレー
ザ光の走査を防がない位置に温度センサ６０を設けることにより、第一ウインドウ４２内
の温度変化を検知する。所定温度で制御されている第一ウインドウ４２を皮膚に当接する
と、第一ウインドウ４２の温度は一旦上昇した後、再び所定温度になるようにペルチェ素
子２８によって冷却される。制御部１５は温度変化が始まってから再び所定温度に戻った
とき（または所定温度の許容範囲になったとき）にレーザ光照射が可能とする。この場合
、第一ウインドウ４２内の底面に近い位置（患部になるべく近い位置）に温度センサ６０
を取り付けることにより、より早く温度変化を検知することができる。
【００４５】
また、患部上の温度を検知する手段としては非接触式の温度センサを使用し、第一ウイン
ドウ４２を通して患部上の温度を検知することも可能である。このときの構成を図８に示
す。尚、図２に示した構成要素と同機能を有するものは同一符号で表す。８０はハンドピ
ース２０内に取り付けられ（患部）皮膚から放射される赤外エネルギを検出することによ
り、患部上の温度を検出する温度センサである。８１はレーザ光の大部分を反射するとと
もに患部からの赤外線の大部分を透過するハーフミラーである。このような構成であれば
、患部上の温度を非接触式の温度センサ８０にて検知することができ、この検知結果に基
づいてペルチェ素子２８の温度コントロール、レーザ光１０の出射制御を行うことができ
る。
【００４６】
さらに、上記ではすべて温度によってレーザ光の出射制御を行うものとしているが、これ
に限るものではなく、例えば第一ウインドウ４２が患部に当接したことが検知された後は
、所定時間後にレーザ光の照射を可能としてもよい。このときの制御を表したフローチャ
ートを図９に示し、以下にその動作について説明する。
【００４７】
術者は装置本体１側の準備を整えた後、ハンドピース２０を手で保持して第一ウィンドウ
４２を患部上（皮膚上）に当接させる。制御部１５は患部への当接を検知するための閾値
の温度情報が第一温度センサ５１より得られると、患部に第一ウインドウ４２が当接して
いることを認識する。制御部１５は患部への当接を認識すると、所定時間（ここでは２秒
とする）の経過後、レーザ光源１０の出射制御を解除して患部へのレーザ光の照射を可能
にするとともに、報知ランプ６ａの点灯や報知ブザー６ｂの報知音により、レーザ光の照
射が可能になったことを術者に報知させる。
【００４８】
ここで使用される所定時間は、予め種々の患部上に第二ウインド４２を当接させ、適正な
温度（所定温度）となる時間を定量的に求めておけばよい。また、同時に第一温度センサ
５１の温度変化も検知しておき、所定時間前に所定温度に達した場合には、所定時間前で
あってもレーザ光源１０の出射制御を解除して患部へのレーザ光の照射を可能にするとと
もに、報知ランプ６ａの点灯や報知ブザー６ｂの報知音により、レーザ光の照射が可能に
なったことを術者に報知させることもできる。
【００４９】
さらにまた、前述では温度、時間によってレーザ光の照射を制御（インターロック）する
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ものとしたが、患部への当接の有無を検知することのみにてレーザ光の照射を制御（イン
ターロック）することも考えられる。この場合は、第一温度センサ５１の温度変化によっ
て、患部への当接の有無を検知しているため、この検知情報を基にレーザ光の出射制御を
行うことができる。また、患部に当接する面に２個の電極を用意して患部が当接したとき
の電流又は抵抗の変化を検知したり、圧力検出素子を使用することで患部への当接の有無
を検知することもできる。
【００５０】
さらにまた、レーザ光を照射中に患者が思わず動いてしまった場合にも、レーザ光の出射
制御が行うことが可能な構成を図６に示す。
【００５１】
図６は、図２に示したハンドピース２０に患部への当接と平面方向への動きを検知する手
段を設けた当接部７０を付加したものである。尚、図２に示した構成要素と同機能を有す
るものは同一符号で表す。
【００５２】
第一ウインドウ４２の当接部７０の下面にはボール７１、マイクロスイッチ７２が備わっ
ている。ボール７１はその一部のみが外部に突出するようにして、当接部７０内で回転自
在に保持されている。マイクロスイッチ７２は当接部７０の下面を患部に当接したときに
スイッチが入るようになっている。
【００５３】
図７（ａ）は当接部７０の内部の詳細を示した図である。ボール７１の側面にはローラー
７３ａとローラー７３ｂが直交する方向で回転可能な状態にて接しており、ボール７１が
転がることにより、ローラー７３ａ、７３ｂはそれぞれ回転することとなる。７４ａ、７
４ｂは回転板であり、ローラー７３ａ、７３ｂにそれぞれ軸棒７５ａ、７５ｂを介して取
り付けられている。ローラー７３ａ、７３ｂが回転することにより、回転板７４ａ、７４
ｂも同じ方向に回転することとなる。
【００５４】
回転板７４ａ、７４ｂは図７（ｂ）に示すように、その円周上にスリット孔が設けられて
いる。７６ａ、７６ｂは投光素子と受光素子を備える光センサである。光センサ７６ａ、
７６ｂは回転板７４ａ、７４ｂが投光素子と受光素子の間に位置するようにそれぞれ取り
付けられている。このような機構はパソコン等で使用されるマウスの移動検知機構とほぼ
同様なものである。
【００５５】
また、マイクロスイッチ７２、光センサ７６ａ、７６ｂは通信ケーブル３を通じて制御部
１５に接続されている。
【００５６】
術者は装置本体１側の準備を整えた後、ハンドピース２０を手で保持して第一ウィンドウ
４２を患部上（皮膚上）に当接させる。第一ウインドウ４２が患部に当接することにより
、マイクロスイッチ７２が押され、信号が通信ケーブル３を通して制御部１５へ送られる
。制御部１５はマイクロスイッチ７２からの信号が受信されていない場合、または患部上
の温度が所定値に達していない場合は、治療用レーザ光を出射させるためのトリガ信号を
受けても、レーザ光源１０からの治療用レーザ光の出射は行なわないように制御（インタ
ーロック）する。
【００５７】
また、レーザ光の照射が可能となり、レーザ光が照射されている場合であってもハンドピ
ース２０又は患者が動いてしまい、患部から当接部７０が離れてしまとマイクロスイッチ
７２が解除され、信号が発信されなくなる。制御部１５はマイクロスイッチ７２からの信
号入力が無くなると、レーザ光源１５からのレーザ光の出射を停止し、ハンドピース２０
からのレーザ光の照射を制御するインターロックを掛ける。
【００５８】
さらに、当接部７０が患部から離れなくても患部に対して水平方向に動いた場合には、当
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ようになっている。ボール７１の転がりによりローラー７３ａ、７３ｂが回転し、その回
転は回転板７４ａ、７４ｂに伝達される。回転板７４ａ、７４ｂの回転状態はそれぞれ光
センサ７６ａ、７６ｂに検出され、その検出信号は制御部１５に入力される。制御部１５
はフットスイッチ９からのトリガ信号の入力時を基準にして、入力された検出信号から当
接部７０（すなわち、ハンドピース２０）が患部に対して相対的に移動したことを検出す
る。制御部１５は当接部７０の移動量（回転板７４ａ、７４ｂの回転により、光センサ７
６ａ、７６ｂがそれぞれ持つ投光素子からの光束がパルス化されて受光素子に受光される
ので、このパルス数から移動量を知ることができる）が所定量を超えるとインターロック
を行ない、レーザ光の出射を止める。このような制御を行なうことにより、患者若しくは
ハンドピース２０等が不用意に動いたとしても、インターロックが掛かり治療用レーザ光
の出射が止められるため、意図する場所以外へのレーザ光の照射を防ぐことができる。
【００５９】
【発明の効果】
以上のように、患部に当接する面に温度センサを設置したため、患部上の温度を直接検知
して効率よく患部を冷却することができ、所定温度に達するまでの冷却時間が短縮される
。また、患部の温度が適温となるまでは、レーザ照射ができないようにしたため、レーザ
光の照射による患部へのダメージを抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】レーザ治療装置の外観を示した図である。
【図２】スキャナヘッド２０ａ内部の光学系とウインドウユニット４０の構成を示した側
面断面図である。
【図３】制御系を示すブロック図である。
【図４】ウインドウユニット２０の底面部を示した図である。
【図５】患部の温度を間接的に検知する場合の構成を示した図である。
【図６】レーザ光の照射時における患部又はハンドピースの動きを検知する構成を示した
図である。
【図７】当接部７０の内部の詳細を示した図である。
【図８】患部の温度を非接触式の温度センサにて検知する場合の構成を示した図である。
【図９】時間によるレーザ光の照射制御を示すフローチャートである。
【符号の説明】
１　装置本体
８　集中ケーブル
１０　レーザ光源
１５　制御部
２０　ハンドピース
２０ａ　スキャナヘッド
２８　ペルチェ素子
３１　第二温度センサ
４２　第一ウインドウ
５１　第一温度センサ
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